
◎電気通信事業法の一部を改正する法律 
（令和四年六月一七日法律第七〇号）   

一、 提案理由（令和四年四月二六日・衆議院総務委員会） 

○金子（恭）国務大臣 電気通信事業法の一部を改正する法律案につきまして、その提

案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 

 電気通信役務の利用者の利益の保護等を図るため、高速度データ伝送電気通信役務の

提供に関する制度の整備を行うとともに、電気通信役務の利用者に関する情報の適正な

取扱いに関する制度の整備を行うほか、第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通

信設備を用いる卸電気通信役務に関する制度の整備等を行う必要があります。 

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 

 第一に、基礎的電気通信役務に一定の高速度データ伝送電気通信役務を位置づけ、当

該役務を提供する電気通信事業者に対し、契約約款の届出等を義務づけるとともに、不

採算地域において当該役務を提供する電気通信事業者に対する交付金制度を創設するこ

ととしております。 

 第二に、電気通信役務の利用者に関する情報の適正な取扱いを確保するため、利用者

の利益に及ぼす影響が大きい電気通信役務を提供する電気通信事業者に対し、当該情報

の安全管理に関する事項等を定めた規程の策定等を義務づけることとしております。 

 第三に、電気通信事業者等が、利用者の電気通信設備に記録された当該利用者に関す

る情報を、当該利用者以外の者に送信させる電気通信の送信を行おうとするときは、あ

らかじめ、一定の事項を当該利用者に通知し、又は当該利用者が容易に知り得る状態に

置かなければならないこととしております。 

 第四に、特定卸電気通信役務を提供する電気通信事業者に対し、当該役務の提供を義

務づけるとともに、当該役務の提供に関する契約の締結を申し入れた者からの求めに応

じて、当該契約の締結に関する協議の円滑化に資する事項を提示することを義務づける

こととしております。 

 第五に、検索情報電気通信役務及び媒介相当電気通信役務を提供する者は、電気通信

事業の届出等をしなければならないこととしております。 

 以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 

 なお、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内

において政令で定める日から施行することとしております。 

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。 

二、衆議院総務委員長報告（令和四年五月一三日） 

○赤羽一嘉君 ただいま議題となりました法律案につきまして、総務委員会における審

査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、電気通信を利用する者の利益の保護等を図るため、高速度データ伝送電気通



信役務の提供に関する制度の整備を行うとともに、電気通信役務の利用者に関する情報

の適正な取扱いに関する制度の整備を行うほか、卸電気通信役務に関する制度の整備等

を行おうとするものであります。 

 本案は、去る四月二十五日本委員会に付託され、翌二十六日金子総務大臣から趣旨の

説明を聴取いたしました。次いで、質疑に入り、まず同月二十八日に参考人に対する質

疑、五月十日及び昨十二日には政府に対する質疑を行い、同日これを終局いたしました。 

 質疑終局後、本案に対し、立憲民主党・無所属から修正案が提出され、提出者から趣

旨の説明を聴取いたしました。 

 次いで、討論を行い、採決いたしましたところ、修正案は賛成少数をもって否決され、

本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 なお、本案に対して附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和四年五月一二日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。 

一 誰一人取り残されないデジタル社会の実現のため、本法による措置を含め、全国で

のブロードバンドの整備に万全を尽くすとともに、デジタル活用を促すための支援を

行い、デジタルディバイドの解消に努めること。 

二 第二種適格電気通信事業者への交付金の算定に当たっては、支援区域ごとの事情等

を考慮し、ブロードバンド事業の継続に支障のないよう配慮すること。また、交付金

の意義及び算定の根拠について国民の理解を得られるよう努めること。 

三 特定利用者情報となる情報の範囲及び特定利用者情報の適正な取扱いを義務付けら

れる事業者の基準について総務省令で定めるに当たっては、利用者保護及び電気通信

事業の健全な発展の双方の重要性を十分に踏まえ、適正に定めるとともにその内容を

広く国民に周知すること。 

四 特定利用者情報の取扱方針に係る総務省令を定めるに当たっては、利用者保護の重

要性を十分に踏まえ、特定利用者情報を保管するサーバーの所在国や特定利用者情報

を取り扱う業務を委託した第三者の所在国を公表することを定めること。 

五 本改正法附則第六条による法施行後三年経過後の検討に当たっては、保護の対象と

なる利用者に関する情報の範囲や情報の外部送信に係る利用者に対する確認の機会の

付与の在り方などについて、個人情報保護法等の関連法令の施行状況及び諸外国にお

ける個人情報の保護等に関する状況も考慮して行うこと。 

六 卸電気通信役務に関しては、卸元事業者と卸先事業者との間で適正かつ実質的な協

議が行われるよう、その動向を注視すること。 

七 非常時における情報通信インフラの重要性を踏まえ、本法による措置を含め、平時

から、強靱な情報通信インフラの整備・維持及び情報通信インフラの安全性・信頼性

の向上に取り組むこと。 



三、参議院総務委員長報告（令和四年六月一三日） 

○平木大作君 ただいま議題となりました法律案につきまして、総務委員会における審

査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、電気通信役務の利用者の利益保護等を図るため、一定の高速度データ伝

送電気通信役務を基礎的電気通信役務に位置付ける等高速度データ伝送電気通信役務の

提供に関する制度の整備を行うとともに、電気通信役務の利用者に関する情報の適正な

取扱いに関する制度の整備を行うほか、第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通

信設備を用いる卸電気通信役務を提供する電気通信事業者の当該卸電気通信役務の提供

義務等の創設等を行おうとするものであります。 

 委員会におきましては、ブロードバンドサービスに関するユニバーサルサービス制度

の在り方、利用者情報保護の更なる強化の必要性、事業者間の卸協議の適正化に向けた

取組等について質疑が行われました。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して伊藤岳委員より反対

する旨の意見が述べられました。 

 討論を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決

定いたしました。 

 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和四年六月一〇日） 

 政府は、本法施行に当たり、次の事項についてその実現に努めるべきである。 

一、誰一人取り残されないデジタル社会の実現のため、本法による措置を含め、全国で

のブロードバンドの整備に万全を尽くすとともに、デジタル活用を促すための支援を

行い、デジタル・ディバイドの解消に努めること。また、ユニバーサルサービス制度

について、社会構造の変化や情報通信技術の進展に適切に対応できるよう不断の検

証・見直しを行うこと。 

二、第二種適格電気通信事業者への交付金の算定に当たっては、支援区域ごとの事情等

を考慮し、ブロードバンド事業の継続に支障のないよう配慮すること。また、交付金

の意義及び算定の根拠について国民の理解を得られるよう努めること。 

三、特定利用者情報となる情報の範囲及び特定利用者情報の適正な取扱いを義務付けら

れる事業者の基準について総務省令で定めるに当たっては、利用者保護及び電気通信

事業の健全な発展の双方の重要性を十分に踏まえ、適正に定めること。また、本法の

趣旨を踏まえ、義務付けの対象外となる事業者においても特定利用者情報の適正な取

扱いが行われるよう検討すること。 

四、特定利用者情報の取扱方針に係る総務省令を定めるに当たっては、利用者保護の重

要性を十分に踏まえ、特定利用者情報を保管するサーバーの所在国や特定利用者情報

を取り扱う業務を委託した第三者の所在国を公表することを定めること。 



五、利用者に関する情報の外部送信に係る総務省令を定めるに当たっては、利用者の立

場に立った適切かつ分かりやすい形で確認の機会が付与され、安全・安心にインター

ネットを利用できる環境が整備されるよう努めること。 

六、第二号基礎的電気通信役務や特定利用者情報など本法に基づき新たに導入される制

度について、総務省令の制定を始めとする制度の詳細の整備に当たっては、高い透明

性を確保した場で、事業者、消費者団体等の多様な関係者と連携・協力して検討を行

うとともに、その内容を広く国民に周知すること。 

七、本法附則第六条による法施行後三年経過後の検討に当たっては、保護の対象となる

利用者に関する情報の範囲、情報の外部送信に係る利用者に対する確認の機会の付与

の在り方、本法による規律の対象となる事業者の範囲などについて、個人情報保護法

等の関連法令の施行状況及び諸外国における個人情報の保護等に関する状況も考慮し

て行うこと。また、法施行後三年経過以前であっても、本法の施行状況を踏まえて必

要があると認める場合には、適時適切に所要の措置を講ずること。 

八、卸電気通信役務に関しては、卸元事業者と卸先事業者との間で適正かつ実質的な協

議が行われるよう、その動向を注視すること。 

九、非常時における情報通信インフラの重要性を踏まえ、本法による措置を含め、平時

から、強靱な情報通信インフラの整備・維持及び情報通信インフラの安全性・信頼性

の向上に取り組むこと。 

  右決議する。 


